
○山鹿市看護師等修学資金貸与条例施行規則 

平成２６年１２月２２日 

規則第３３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、山鹿市看護師等修学資金貸与条例（平成２６年山鹿市条例第４７号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

 （修学資金の種類及び貸与の額） 

第３条 条例第３条に規定する修学資金の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、修

学資金の貸与の額は、当該修学資金の種類ごとに同表の中欄に掲げる養成施設の設置者

の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。 

修学資金の種類 養成施設の設置者 貸与の額（月額） 

１ 看護師修学資金（保健師助産師看

護師法（昭和２３年法律第２０３

号。以下「法」という。）法第２１

条に規定する文部科学大臣が指定し

た学校又は厚生労働大臣が指定した

看護師養成所に在学する者に貸与す

る修学資金をいう。） 

国、独立行政法人国立

病院機構、国立大学法

人又は地方公共団体 

３５，０００円 

国、独立行政法人国立

病院機構、国立大学法

人及び地方公共団体以

外の者 

４０，０００円 

２ 准看護師修学資金（法第２２条に

規定する都道府県知事が指定した准

看護師養成所に在学する者に貸与す

る修学資金をいう。） 

国、独立行政法人国立

病院機構、国立大学法

人又は地方公共団体 

１５，０００円 

国、独立行政法人国立

病院機構、国立大学法

人及び地方公共団体以

外の者 

２１，０００円 

 （修学資金の貸与期間） 

第４条 修学資金を貸与する期間は、貸与を決定した日の属する年の４月から養成施設を

卒業する日の属する月までとし、４８月（条例第６条第２項の規定により修学資金の貸

与を行わない期間を除く。）を限度とする。 

 （貸与の申請） 

第５条 修学資金の貸与を受けようとする者は、山鹿市看護師等修学資金貸与申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (1) 住民票の写し 

 (2) 在学証明書又は入学する手続を終えた者であることを証する書類 

 (3) 保証人の印鑑登録証明書及び収入に関する証明書 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （決定通知） 



第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、修学資金の貸与の可否について

選考の上決定し、その結果を山鹿市看護師等修学資金貸与承認（不承認）通知書（様式

第２号）により通知するものとする。 

 （保証人） 

第７条 条例第５条に規定する保証人（以下「保証人」という。）は、修学資金の貸与を

受けようとする者に父若しくは母又は３親等内の親族（以下「父母等」という。）があ

るときは、保証人のうち１人は、当該父母等でなければならない。この場合において、

父母等以外の保証人については、修学資金の返還の支払の責任を負うために必要な資力

を有する者でなければならない。 

 （選考委員会） 

第８条 修学資金の貸与を受ける者を選考するため、山鹿市看護師等修学資金貸与選考委

員会（以下「選考委員会」という。）を置く。 

２ 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長は、福祉部長をもって充てる。 

４ 副委員長は、山鹿市民医療センター看護部長をもって充てる。 

５ 委員は、４人以内とし、福祉部の職員のうちから福祉部長が指名する者をもって充て

る。 

６ 選考委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。 

７ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理す

る。 

８ 委員長は、必要があると認めるときは、申請を行った者に対し選考委員会への出席を

求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

９ 選考委員会の庶務は、福祉部健康増進課において処理する。 

 （修学資金の交付） 

第９条 修学資金は、６月、８月、１１月及び２月に、それぞれ３か月分を交付するもの

とする。 

２ 前項の規定による交付は、当該交付月の末日までに行うものとする。 

 （異動届出） 

第１０条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届出をしな

ければならない。 

 (1) 休学、停学又は退学したとき。 

 (2) 復学したとき。 

 (3) 本人又は保証人の住所又は氏名の変更等をしたとき。 

 (4) 保証人が欠けたとき。 

２ 修学生が病気その他の事由で、前項の規定による届出をすることができないときは、

父母等又は保証人が当該届出をしなければならない。 

 （修学資金の辞退） 

第１１条 修学資金の貸与を辞退しようとするときは、山鹿市看護師等修学資金辞退届

（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

 （返還債務の免除申請） 



第１２条 条例第７条の規定による返還債務の免除を受けようとする者は、山鹿市看護師

等修学資金返還免除申請書（様式第４号）にその事由を証明する書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

 （借用証書の提出） 

第１３条 修学生は、修学資金の貸与期間が満了したとき、又は条例第８条各号に該当し

たときは、貸与を受けた修学資金の全額に係る山鹿市看護師等修学資金借用証書（様式

第５号）その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 

 （修学生の届出） 

第１４条 修学生は、修学資金の返還の完了前に次の各号のいずれかに該当することとな

ったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

 (1) 養成施設を卒業後、他の養成施設に進学したとき。 

 (2) 養成施設を卒業後、１年以内に看護師等の免許を取得したとき。 

 (3) 前号の免許取得後に条例第７条第１号に規定する医療機関等における看護師等とし

ての勤務を開始したとき。 

 (4) 看護師等として勤務する勤務先を変更したとき。 

 (5) 看護師等として勤務しなくなったとき。 

 (6) 山鹿市看護師等修学資金借用証書に記載した事項に変更があったとき。 

２ 前項の規定による届出をする場合においては、同項第１号の場合にあっては養成施設

の長の在学証明書を、同項第２号の場合にあっては当該免許証の写しを、同項第３号、

第４号及び第５号の場合にあっては事業主の雇用に関する証明書をそれぞれ提出しなけ

ればならない。 

 （死亡等の届出） 

第１５条 修学生が、修学資金の返還の完了前に死亡し、又は心身の故障のため修学又は

業務を継続することが困難になったときは、本人又は保証人は、速やかに医師の診断書

を添えて市長に届け出なければならない。 

 （返還書の提出） 

第１６条 条例第８条の規定により修学資金を返還しなければならない者は、山鹿市看護

師等修学資金返還書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

 （返還の猶予の申請） 

第１７条 条例第９条の規定による返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、山鹿市

看護師等修学資金返還猶予申請書（様式第７号）にその事由を証明する書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

 （その他） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第５条の規定による貸与の申請及び第６条の規定による決定並びにこれらに関し必要



な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により

行うことができる。 

 附 則（令和 5 年 11 月 16 日規則第 28 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



様式第１号（第５条関係） 

（表） 

山鹿市看護師等修学資金貸与申請書 

ふりがな   生年月日 

氏名   年  月  日 

現住所 

郵便番号 電話番号 

  

学校・養成所名   第    学年 

入学年月日 卒業予定年月 

     年  月  日      年   月卒業予定 

 

１ 貸与を希望する修学資金の種類及び金額 

 

 (1) 種類             修学資金 

 

 (2) 金額   月額           円 

 

２ 貸与を希望する期間 

 

     年   月から     年   月まで 

 

 



（裏） 

 

 山鹿市看護師等修学資金貸与条例の規定による修学資金を貸与くださるよう申請し

ます。 

 なお、修学資金の貸与を受けることとなったときは、同条例及び同条例施行規則の

定める事項を忠実に守ることを誓約します。 

 

     年  月  日 

本人 氏名          ㊞ 

 

 上記の者が貸与を受ける山鹿市看護師等修学資金貸与条例の規定による修学資金に

ついて本人と連帯して債務を負担します。 

 

     年  月  日 

 

                連帯保証人 住所                

 

                      氏名            ㊞ 

 

                連帯保証人 住所                

 

                      氏名            ㊞ 

 

 

 （宛先）山鹿市長 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

山鹿市看護師等修学資金承認（不承認）通知書 

 

貸付決定番号  年第   号 

年  月  日 

 

        様 

 

山鹿市長           印 

 

 

 先に申請のあった山鹿市看護師等修学資金貸与条例の規定による修学資金の貸与に

ついては、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

  貸与の可否 種類 修学資金   

承認・不承認  

     年  月から 

  月     円 

     年  月まで 

  

 



様式第３号（第１１条関係） 

 

山鹿市看護師等修学資金辞退届 

 

                     学校・養成所名           

                       第   学年          

                       氏名              

 

１ 辞退の時期      年  月分から 

 

２ 修学資金受領済額 

 

     年   月から   

     年   月まで   
   延べ   月分       円 

 

３ 辞退の事由 

 

 

 上記のとおり山鹿市看護師等修学資金貸与条例の規定による修学資金の貸与を辞退

します。 

 

      年  月  日 

 

                本人    住所                

 

                      氏名            ㊞ 

 

                連帯保証人 住所                

 

                      氏名            ㊞ 

 

                連帯保証人 住所                

 

                      氏名            ㊞ 

 

 

 （宛先）山鹿市長 

 

 



様式第４号（第１２条関係） 

  

山鹿市看護師等修学資金返還免除申請書 

  

１ 修学資金総額           円 

  

２ 返還済額             円 

  

３ 返還未済額            円 

  

４ 返還免除申請額          円 

  

５ 返還免除の理由  

 

  

 上記のとおり山鹿市看護師等修学資金貸与条例の規定による修学資金の返還債務を

免除していただきたく、別紙関係書類を添えて申請します。 

  

     年  月  日 

  

                本人    住所              

 

                      氏名            ㊞ 

 

                連帯保証人 住所                

 

                      氏名            ㊞ 

 

                連帯保証人 住所                

 

                      氏名            ㊞ 

 

 

 （宛先）山鹿市長 

 

 



様式第５号（第１３条関係） 

  

  

収入印紙

貼付欄 

  

山鹿市看護師等修学資金借用証書 

  

一金           円也 

  

  

  

 ただし、学校・養成所在学中    年  月から    年  月分までの山鹿

市看護師等修学資金貸与条例の規定による修学資金として借用しました。 

  

     年  月  日 

  

                本人    住所                

 

                      氏名            ㊞ 

 

                連帯保証人 住所                

 

                      氏名            ㊞ 

 

                連帯保証人 住所                

 

                      氏名            ㊞ 

  

 

 （宛先）山鹿市長 

  



様式第６号（第１６条関係） 

  

山鹿市看護師等修学資金返還書 

  

 

１ 修学資金総額          円 

２ 貸与期間   

  

年   月から 

年   月まで 
（     月間） 

３ 返還方法  

  

４ 返還事由  

  

５ 学校・養成所名 

          年  月入学 

          年  月卒業 

  

 上記のとおり山鹿市看護師等修学資金貸与条例の規定による修学資金を返還したい

ので届け出ます。 

  

     年  月  日 

  

                本人    住所              

 

                      氏名            ㊞ 

 

                連帯保証人 住所                

 

                      氏名            ㊞ 

 

                連帯保証人 住所                

 

                      氏名            ㊞ 

  

 

 （宛先）山鹿市長 

 

  



様式第７号（第１７条関係） 

 

山鹿市看護師等修学資金返還猶予申請書 

 

１ 修学資金総額           円 

  

２ 返還済額             円 

  

３ 返還未済額            円 

  

４ 返還猶予期間       年  月  日から 

               年  月  日まで 

 

５ 猶予申請の事由 

  

  

 上記のとおり山鹿市看護師等修学資金貸与条例の規定による修学資金の返還を猶予

していただきたく、別紙関係書類を添えて申請します。 

  

     年  月  日 

  

                本人    住所              

 

                      氏名            ㊞ 

 

                連帯保証人 住所                

 

                      氏名            ㊞ 

 

                連帯保証人 住所                

 

                      氏名            ㊞ 

 

 

 （宛先）山鹿市長 

 

 


